
経営姿勢 

監査役会＋内部監査 

　当社では監査役会を設置し、監査役が取締役会、執行役員会、

および経営会議に出席するとともに、重要書類の閲覧や、代表取

締役との定期的会合をはじめ、業務および財産の状況を調査する

など、監査機能の充実を図っています。また、内部監査部門の監査

部では、当社の経営活動全般における業務執行が、法規ならびに

社内ルールに基づいて適切に運用されているかなど、定常的に監

査を行い、内部統制機能の向上を図っています。一方、会計監査

については、会計監査人による財務諸表監査を受けています。

中期的経営戦略 

　現中期経営計画（2001～2006年度）においては、事業環境の

変化に適応した事業構造への転換により高収益体質を確立し、

持続的な成長軌道に乗せることを目指しています。

　その一環として、事業の選択と集中を進めており、中核・育成事

業と位置付けている航空宇宙事業、汎用機事業、車両事業、ガスター

ビン・機械事業を中心に経営資源を重点投入し、収益の柱として

強化していきます。

　一方、国際競争の激化や、公共投資の低迷をはじめとする厳し

い事業環境がつづいている船舶事業、プラント・環境・鉄構事業に

ついては、構造改革事業と位置付け、事業構造の改革による収益

力の向上を図っています。

経営の基本理念 

1. 優れた製品を最も適正な価格で顧客に提供する。 

 

2. 絶えず生産性の向上に努め　常に適正な利益を確保する。 

 

3. 最高水準の設備と技術を整備し　安全にして衛生的な職場環境を維持する。 

 

4. 全社に相互信頼と理解を基礎とする協力的な気風を培い　組織の総力を結集する。 

 

5. 従業員の能力開発に努め　業績に応じた公正な処遇を行う。 

 

 

 

昨年までの環境報告書を、今年より社会性の報告を充実させ「環境・社会報告書」としました。
持続可能な社会に貢献する Kawasaki のモノづくりの姿勢は、人に役立ち、社会が求めるものを提供することです。
経営の基本理念や中期経営計画、そして企業統治やコンプライアンスに至るまで、すべては、モノづくりを通じて
社会から信頼されつづける企業であるためにあります。

社会から信頼されつづける企業であるために 
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コーポレートガバナンス 

　当社は、透明性の高い経営を行い、株主・顧客・従業員・地域

社会の皆様との円滑な関係を構築しながら効率的で健全な

経営を維持することにより、企業価値を向上させることを、コーポレー

トガバナンスの基本的な考え方としています。

コンプライアンス 
　当社は、企業倫理に関する社内規則を整備し、社長を委員長

とする企業倫理委員会を定期的に開催するとともに、その下部機

関としてコンプライアンス委員会を設置しています。

　コンプライアンス委員会は、コンプライアンス報告・相談制度の

設置・運営、法令遵守自主点検制度の全社的な運営、コンプラ

イアンス情報（自主点検結果報告、報告・相談制度案件、その他

報告等）の検証および検証結果の企業倫理委員会への報告、

コンプライアンス啓蒙・教育の全社的な運営を行います。

　カンパニー・本社・主要子会社それぞれに設ける法令遵守自主

点検委員会は、それぞれの組織（所管する関連企業を含む）内に

おける法令遵守自主点検、コンプライアンス啓蒙・教育を行います。

また、自主点検結果について企業倫理委員会へ報告を行います。

　なお、企業倫理委員会、コンプライアンス委員会、法令遵守自

主点検委員会の目的・構成・運営等に関する事項については、そ

れぞれ企業倫理委員会規則、コンプライアンス委員会規定、法令

遵守自主点検委員会規定に定められています。

（当社の内部統制システム） 

（法令遵守） 
 

　昨年、鋼鉄製橋梁工事の受注に関して、当社を含む業界の多数
の企業が独占禁止法違反で起訴され、公正取引委員会の審決を受
けました。当社では二度とこうした事態を招かないために、川崎重工
グループを挙げて再発防止に努め、コンプライアンスを一層重視した
経営を行ってまいります。従来より、企業倫理に関する社内規則の整
備、階層別教育の実施、各種ガイドブックの配付、各組織での法令
遵守自主点検委員会の設置など、遵守すべき各種法令等の内容に
ついての周知を図ってまいりましたが、今後ともこれをさらに徹底して
まいりたいと考えております。

コンプライアンス
ガイドブック（改訂版）

独占禁止法遵守
ガイドブック

株 主 総 会  

取締役会 
（全取締役・全監査役）

社 長

監査部 

法令遵守自主点検委員会 

グループ監査役会議 
 

会計 
監査人 

経営会議 
（会長・社長・副社長・常務・社内監査役）

本社部門 
カンパニー・ビジネスセンター 

子会社・関係会社 
監査役（会）

企業倫理委員会 
（代表取締役全員）

コンプライアンス委員会 
コンプライアンス報告・相談制度

社外 
弁護士 

当社の内部統制システム 

会計監査人 

協議

監査

監督

監査

監査

監査

監査 監査
監査

監査

出席出席
調査

報告

報告

報告

報告

報告

相談指示
指示

指示
点検

指示

監査役会 
（社内・社外監査役）
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